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1. はじめに 

 

2022 年 2 月 24 日のロシアのウクライナへの軍事侵攻に伴い、戦火を逃れて隣国に避難する人々

の数が増大している。市街地が爆撃され、女性や子どもが前線で闘う夫や息子や父親と引き離さ

れていくという痛ましい光景を目のあたりにし、ロシア国内を含め1世界中で反戦の動きが広がって

いる。3 月 2 日には岸田首相が「ウクライナとの連帯をさらに示すべく、第三国に避難した人の受け

入れを進める。知人や親族が日本にいる人の受け入れを想定するが、人道的な観点から対応する」

と述べている2。続けて 3月 4日には林外務大臣が衆議院外務委員会で、日本に親戚や知人がい

なくても人道的観点から短期滞在査証を発給し、難民申請があった場合には難民条約の定義に

基づいて難民認定すると答弁し、ウクライナから退避した人々に対する受け入れを表明した。さら

に、多くの地方自治体も積極的に受け入れ推進を掲げ、日本語学校も無償で授業を提供する等

の準備を進めている。ウクライナ危機は誰もが紛争の犠牲者になる可能性があることを実感させた。

日常生活が奪われ、街が破壊され、戦火を逃れ、傷ついたウクライナ人が保護されるべきであるこ

とは疑う余地がない。 

一方、ウクライナ危機に対する一連の政府の対応を歓迎しつつも、これまで難民支援にかかわ

ってきた多くの人たちは戸惑いが隠せなかった。なぜならば、ミャンマー、ロヒンギャ、クルド、シリア、

アフガニスタンなどこれまでにも数多くの人道危機があったにもかかわらず、政府が受け入れに関

してここまで迅速に動いたケースは過去にはなかったからだ3。しかも、ウクライナのように紛争を逃

れて隣国に移動した人たちに対して、領域に入る前から難民申請の可能性を政治家が示唆したこ

 
1 2022 年 3 月 19 日の時点でロシアの 168 カ所で戦争反対を唱えた 150,000 人以上が逮捕されてお

り、中にはプラカードを持って立っていただけの人もいる。Economist, More than 15,000 Russians have 

been arrested in anti-war protests, 2022.3.22. 
2毎日新聞、岸田首相、ウクライナ難民受け入れ表明 「至急、実務を調整」(2022年3月2日) [2022.3.22] 
3 2015年 9月の国連総会の演説においてシリア難民の受け入れについて質問された安倍元首相は

「国内の女性や高齢者の就業が優先」と答えており、シリアからの難民申請 60名のうち認定されたのは

3名に過ぎないことをガーディアンは伝えている。Guardian, Japan says it must look after its own before 

allowing in Syrian refugees, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/japan-says-it-must-look-

after-its-own-before-allowing-syrian-refugees-in, 2015.9.30. [2022.3.22] 

https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/japan-says-it-must-look-after-its-own-before-allowing-syrian-refugees-in
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/japan-says-it-must-look-after-its-own-before-allowing-syrian-refugees-in


とがあっただろうか4。同様の人道危機は半年前の 2021 年 8 月にアフガニスタンでイスラム原理主

義を掲げるタリバンによって政権が掌握されたことからも生じており、現在も命の危険を感じながら

数多くの人たちが移動出来ずにいる5。 

そこで、本稿では林外務大臣がウクライナ人支援として表明した、①短期滞在ビザによる来日、

②難民申請、という点をめぐって、昨年のアフガニスタンからの退避をめぐる動きを振り返ることで、

難民とは誰かということについて考えてみたい。 

 

２．アフガニスタンからの退避 

 

2021年 8月 15日にアフガニスタンの首都カブールがタリバンによって陥落し、8月 30日を期限と

する米軍の撤退をめぐり、大勢の人々が脱出を試みた様子はニュースで生々しく伝えられた。日本

でもカブール陥落以前よりアフガニスタンから留学生を受け入れていた大学や現地で活動をして

いた NGO、在日アフガニスタン人らは、米軍の撤退期限が迫る中、現地からの退避を求める大勢

の人たちからの SOSを受け取っていた。それは日頃あまり可視化されていない日本とアフガニスタ

ンとの関係を、如実に浮かび上がらせるものであった。ここでは筆者が個人的にかかわりのある留

学生と在日アフガニスタン人の家族呼び寄せについて取り上げたい。 

2001年から日本政府はアフガニスタンの復興の一環として教育分野の国際協力を推し進めてき

た。2003年以降、文部科学省による国費の奨学金の他、2011年からはアフガニスタン政府の行政

官を育成する PEACE（Project for the Promotion and Enhancement of Afghan Capacity for 

Effective Development）と題する JICAの奨学金により、合計 1400名以上のアフガニスタン人留学

生が日本の大学で学んでいる。留学生は日本全国の大学院で工学や農学、医学や法学などの分

野で修士号や博士号を取得して帰国し、アフガニスタンの前政権の中核的なポストを占め、大学

や研究所で教育や研究に従事してきた。また、日本には約 3500名の在日アフガニスタン人が暮ら

しており、その半数近くが千葉に集住している。 

しかし、タリバンが政権を掌握したことにより、日本とつながりのあるアフガニスタン人はタリバンか

らの迫害のリスクにさらされることとなった。彼らは前政権の体制下で官僚や研究者として働いてい

たり、国際機関とのつながりがあったり、少数民族出身であったり、女性であるという理由でタリバン

からの迫害を心底怖れていた。実際、元留学生の中にはタリバンから死刑宣告の脅迫状を受け取

ったり、呼び出されて脅されたり、家宅捜索を受けたり、家族が連行されたり、殺害されてしまったケ

ースもある。給料は数か月にわたって支払われておらず、仕事もなく、生活は大変困窮している。

特に女性は仕事をすることも高等教育を受けることも許されず、社会生活と未来を一度に奪われて

しまった。 

 
4 入管法 61条では本邦にある外国人であることを前提として、難民の認定申請を行うことを認めてい

る。 
5 筆者がかかわっているアフガニスタン退避者受け入れコンソーシアム（AFA）には、数多くの退避希望

が寄せられている。 



タリバン政権下では海外とつながりがあることは命取りとなるため、大学は元留学生らが特定され

ないようにと氏名や論文題目、学会報告などのニュースや写真を HPや SNSから全て消去した。元

留学生や在日アフガニスタン人は、日本の在留カードや日本のビザが明記されているパスポート

が絶対にタリバンに見つからないようにと細心の注意を払い、携帯のアドレスや通信履歴も削除し

た。 

8 月 15 日のカブール陥落以前から筆者のところにも、元留学生や在日アフガニスタン人のご家

族が本国に残した家族を何とか退避させて欲しい、という連絡が入るようになった。元留学生につ

いては大学が非常勤講師として雇用することとし、教授ビザを申請する形で招へい手続きを進めて

きた。幸いにも自衛隊機の退避者リストに載せることが出来たが、自衛隊機の輸送のキャパシティ

の問題から搭乗は本人のみしか認められず、元留学生は家族を残して自分だけ逃げることは出来

ないとして、搭乗を辞退した。結果的に、自衛隊機で退避できたのは日本人 1 人、アフガニスタン

人 14人に留まり、絶望した元留学生は別ルートで脱出し、無事に第 3国に保護された。 

さらに、友人の紹介で 20代のアフガニスタン人女性から連絡が入った。話し始めてみるとカブー

ル在住の 20代の少数民族の女性であるという A さんはWhatsAppで次のように訴えた。 

 

タリバンが来たら殺されるか凌辱される。ここで自分の人生を絶対に終わらせたくない。このまま

黙ってタリバンに殺されるのを待つよりもリスクがあっても脱出したい。タリバンは 6 年生までしか

女子教育を認めない。私は日本で大学に行って経営を勉強し、将来は起業してアフガニスタン

の女性を支援したい。タリバンはリーダーからの指示があればシーア派のハザラ人を生かして

おくことは出来ないと言っている。女性が勉強をしなければどうやって子供を育てるというのだろ

う。タリバンの奴隷としてではなく、安全で平和で自由な社会で暮らしたい。 

 

彼女は見ず知らずの筆者に対して「このままアフガニスタンにいたら自分の人生は終わる。妹たち

も小学校までしか行かれないから人生は終わった」、と絶望して泣きだした。カブールの自宅は 8

月 26 日に爆発があった空港の近くであり、断続的にタリバンによる家宅捜索が行われており、タリ

バンが政権を掌握して以降、外には一切出られなくなってしまった。なお、この女性は日本に家族

がいるハザラ人という少数民族の出身である。シーア派のハザラ人は歴史的にもタリバンからの迫

害を受けており、これまでにもハザラ人の結婚式や集住地域のモスクや病院などは爆破テロのター

ゲットになっており、2021 年 5 月にもハザラ人の学校がテロに狙われ 80 名の生徒たちが爆破によ

って命を落としている。アフガニスタンは多民族国家であるにもかかわらず、タリバンの閣僚には少

数民族出身者は含まれず、村が焼き討ちされるなどハザラ人に対する迫害はその後も継続して行

われている。 

 

ところで、難民条約は難民について以下のように定めている。 

 

 



人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫

害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者で

あって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその

国籍国の保護を受けることを望まない者 

 

A さんの語りにあるように、タリバン政権下で少数民族の女性であることは「十分に理由のある恐

怖」であり、迫害は未知の可能性ではなく、すぐ目の前の現実として迫っていた。女性たちがタリバ

ンに凌辱されたり、タリバン兵と強制結婚させらないように自宅に地下壕を掘る相談をしていたとい

う人もいる。緊迫したアフガニスタン情勢を受けて、2021 年 9 月に入管は本邦に在留しているアフ

ガニスタン人は、退去強制令書が発付されていたとしても本人の意思に反して送還することはない、

という通知を出した6。すでに日本に在留しているアフガニスタン人にとっては、送還されることなく

在留が保証されたことで生命の危険は回避された。しかし、迫害の恐れがあるため退避を希望して

いる数多くのアフガニスタン人にとっては、日本への退避は困難を極めた。 

まずアフガニスタンからの退避を希望する場合、2021 年 8 月以降在カブール日本大使館は閉

鎖されているため、第 3 国に出国して、日本大使館でビザの発給をしてもらう必要がある。しかし、

商用機の運航が停止していた期間は陸路でイランかパキスタン国境を越えるしか方法はなく、大き

な危険が伴った。タリバンの検問所では日本に行くことは絶対に明かしてはならず、異なる理由を

考えなければならなかった。国境の検問所は大勢の人でごった返しているが、車で超えることが出

来ないため外で数日は待たなければならず、冬が近づくと夜には零下まで気温が下がる中、女性

や子どもたちも道端でじっと耐えるほかなかった。国境を無事に超えられたという連絡が入った時

には心底安堵したが、来日が出来た人はすでに日本で長期の在留資格を持っていた方たちのみ

に限定されている。しかも、身元保証人は永住者か日本人でなければ認められないと言われた7。 

日本のビザが免除されているのは 68 の国と地域であるが、アフガニスタンはビザ免除国の扱い

ではない。そして、日本は島国で陸の国境を他国と接していないことから、空路で領域内に入らな

い限り難民申請は出来ない。そのためには観光や親族訪問を目的とする 90 日間の短期滞在ビザ

等による入国が必要である。しかし、2020 年以降、コロナ禍の水際対策としてパキスタンからの短

期滞在ビザの発給は停止していた。そこで、人道的観点から特例を認めて欲しいことを外務省に

何度も要請してきたが、「短期滞在ビザは帰国が前提であるため、就労か留学のビザを取得して欲

しい」と言われてきた。つまり、「安定して自立できる人」しか入国をさせないということである。なお、

ウクライナ人については 3 月 13 日までに短期滞在ビザで 47 人が入国をしており、身元保証人も

 
6 出入国在留管理庁、本国情勢を踏まえたアフガニスタンの方への対応、

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00065.html [2022.3.22] 
7 外務省の HPでは身元保証人には「道義的な責任しかない」と書かれているが、アフガニスタン人の

場合には経費支弁が求められ、通常の身元保証人の条件ではない「日本人」か「永住者」という要件が

課された。「人道的な対応が必要な時になぜ通常よりも厳しい要件を求めるのか」と外務省に尋ねたとこ

ろ、「アフガニスタン人は帰国が出来ないので、身元保証人がいなくなると困る」との回答であった。外務

省、ビザよくある質問、https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html [2022.3.22] 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00065.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html


必要ないとされている8。 

一方、就労か留学のビザを取得するということは、アフガニスタンにいながら日本で身元引受人

となる雇用主を見つけなければならないということである。また、日本語の専門学校に留学する場

合、海外からの申請は 12年間の教育を受けていることが条件となっている。しかし、アフガニスタン

人女性の識字率は低く9、全員が 12 年の教育を修了しているわけではない上に、家族や親族の預

金口座に 150～200 万円が入っており、学費を支払うだけの経済力があることを証明しなければな

らない。しかし、仮にウクライナ人のケースのように短期滞在ビザが発給されれば、来日してアルバ

イトをしながら日本語学校や地域の日本語教室に通うことが可能になる。また、日本に在留してい

る場合には専門学校は 12 年間の教育を受けていなくても良いので、ハードルはずいぶん低くなる。 

そして、就労や留学の方策を必死で探しているうちに、オミクロン株の拡大により 2021 年 12 月

には再び外国人の新規入国が停止され、来日の見込みが断たれた。1 月以降、特例的に入国す

ることが出来た少数の人々はいるが、その方たちは就労か留学の在留資格認定証明書がすでに

取得できている。つまり外務省が短期滞在ビザを発給しなければ、どれほど迫害の恐れがあろうと

も A さんは来日することは出来ず、したがって難民申請は出来ない。短期滞在ビザは「命のビザ」

なのである。しかし、筆者が「短期滞在ビザで来日することが出来れば、難民申請という可能性もあ

る」という提案をしたところ、官僚も国会議員も否定的な反応を示し、難民申請は権利ではなく、選

択肢としては排除されてきた。 

さらに困難を極めたのが、家族滞在という在留資格の範囲が配偶者と子に限定されているという

ことである。前述の Aさんが一緒に退避を希望していた家族は姉 3名と姉の配偶者 1名、姉の子、

母、義母、姪の合計 8 名であった。ところが、家族滞在の該当性が核家族に限定されていることか

ら、迫害の恐れがあっても家族全員を丸ごと受け入れることは不可能であった。そこで、就労ビザ

取得の可能性がある方については 11 月にビザ申請を行っているが、2022 年 3 月現在、まだ発給

はされていない。他にも短期滞在ビザが発給されないために退避することが出来ないご家族は数

多くいる。 

筆者がかかわるアフガニスタン退避者受け入れコンソーシアムが 2022年 1月～2月に行った調

査によれば、退避したアフガニスタン人のうちの 95％が帰国をすれば迫害の恐れがあると回答して

おり、そのうちの 84％が元留学生か現留学生であった10。退避者のうちの 87％が家族の呼び寄せ

を希望しており、夫が日本にいることが知られると残された家族が迫害される危険性が高まることか

ら精神的ストレスや不眠などを訴える声が寄せられている。中には妊娠中の妻や病気の両親を残

 
8 朝日新聞、「ウクライナ避難民に 1 年間働ける在留資格  13 日までに 47 人が入国」

https://www.asahi.com/articles/ASQ3H3G9MQ3GUTIL065.html 、 2022.3.15 、 The Japan 

Times, Japan begins accepting war-fleeing Ukrainians without need for a guarantor, 2022.3.18. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/18/national/ukraine-japan-no-guarantor/ [2022.3.22] 
9 ユネスコによれば男性の識字率は 55％だが、女性は 29.8％であり、大きなジェンダーギャップが存在

している。UNESCO, Interview: "Literacy rate in Afghanistan increased to 43 per cent", 

https://uil.unesco.org/interview-literacy-rate-afghanistan-increased-43-cent [2022.3.22] 
10アフガニスタン退避者受け入れコンソーシアム、アフガニスタン退避者等概況調査、[2022.3.22] 

https://www.asahi.com/articles/ASQ3H3G9MQ3GUTIL065.html、2022.3.15
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/18/national/ukraine-japan-no-guarantor/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/03/18/national/ukraine-japan-no-guarantor/
https://uil.unesco.org/interview-literacy-rate-afghanistan-increased-43-cent


してきていて、とても心配しているという声もあった。家族の呼び寄せについては UNHCR も柔軟に

進めるようにとの見解を示しており11、退避者のウェルビーイングの観点からも家族結合は不可欠で

ある。 

以上のことから、難民該当性が高く、庇護を必要としている人であっても難民申請は出来ず、難

民として保護される可能性はないことが分かる。短期滞在ビザが発給されなければ、島国である日

本の領域内に入ることは出来ず、難民申請は出来ない。迫害があるから難民になれるわけではな

く、どれほどの迫害があっても何らかの形で入国が出来なければ難民にはなれないのである。日本

は難民認定率が先進国の中でも桁違いに低いことで知られているが、難民認定以前に難民申請

にまでたどり着くためには大きな制度的ハードルがある。 

しかし、「安定して自立できる人」のみの入国を許可するということは、迫害の恐れがある脆弱性

が高い集団の中でも自立することが難しい高齢者、障がい者、両親のいない子どもなどは排除さ

れるということである。また、迫害のリスクが高い人を留学生や労働者として受け入れることは、経済

的に有用である場合にのみ包摂するということであり、「難民の移民化」と呼べる。 

この制度的ハードルを一気に押し下げたのが冒頭で紹介した林外相の発言である。出身国の

庇護が受けられず強制移住を迫られた人たちは世界中で 8400 万人以上存在しているが12、難民

として庇護が受けられる・受けられないという規準は客観的な迫害のレベルではなく、国籍や人種

や宗教や階級や地政学が複雑に絡まり合う政治によって決定されている13。いわば人種化されたヒ

エラルキーによって難民申請者に対する序列化が行われており、制度的なレイシズムと言える。迫

害されている人たちに事前に就労先や留学先を見つけることを求めることは、経済的有用性の観

点からのみ包摂する移民としての受け入れであり、日本の難民政策の不在を象徴している。2021

年は日本が難民条約に加入して 40 周年に当たるが、難民認定と保護についてはあまりに課題が

多く、庇護から定住、そして社会統合へ向けた議論と政策が求められている14。 

 

3．日本人も経験した迫害 

 

A さんが経験しているような命の危険からの脱出については、実は日本の歴史の集団的記憶の中

にも埋もれており、それは敗戦による引揚という経験にも見ることが出来る。戦前に日本から海外へ

渡航した人々は、敗戦によって強制的に移動（＝日本への帰国）を強いられた。海外から引き揚げ

てきた 660 万人もの人々は、家族がばらばらになり、多くは命を落とし、生き延びた人たちも着の身

 
11  UNHCR calls on states to expedite family reunification procedures for Afghan refugees, 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/10/616935614/unhcr-calls-states-expedite-family-

reunification-procedures-afghan-refugees.html, 2021.10.15 [2022.3.23] 
12 Refugee Data Finder, UNHCR, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/、[2022.3.22] 
13 政府や国会議員との度重なるやり取りの中で「アフガニスタン人を入れるな」という反対派の意見があ

ることや、退避者が「安定して自立できること」という発言が何度も繰り返されてきたことから、「貧しい国の

ムスリム」であり「社会統合が困難」というステレオタイプが政府の政策に影響を与えている。 
14 なんみんフォーラムは難民保護法の制定に向けた論点整理を行っている。http://frj.or.jp/news/news-

category/form-frj/135/、[2022.3.20 ] 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/10/616935614/unhcr-calls-states-expedite-family-reunification-procedures-afghan-refugees.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/10/616935614/unhcr-calls-states-expedite-family-reunification-procedures-afghan-refugees.html
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/、アクセス日2022年3月20
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/、アクセス日2022年3月20
http://frj.or.jp/news/news-category/form-frj/135/、%5b2022.3.20
http://frj.or.jp/news/news-category/form-frj/135/、%5b2022.3.20
http://frj.or.jp/news/news-category/form-frj/135/、%5b2022.3.20


着のままで命の危険にさらされ、現在の難民と似た迫害による「難民性」を経験して帰国した。避難

している間に性暴力を受け、当時は違法だった堕胎が強制的に行われたケースもある15。そして、

国策として海外へ移住したにもかかわらず、命からがら帰国を果たした人たちは故郷に帰っても

「帝国主義の先兵」や「国家の侵略に加担した」と非難され、差別や排除を受けてきた。 

引き揚げの過程で日本人も今の「難民」と同じような強制移住や暴力を経験してきたが、このよう

な過去の経験は受け継がれることなく、グローバル化の下での現代の難民を理解するための思考

枠組みからは切り離されてしまっている。過去の集団的記憶との断絶は日本人から難民問題を遠

ざけ、誰もが難民になるかもしれないという想像力を奪い、自分事として考えることを放棄させてき

たのではないだろうか。 

また、難民の受け入れを「グローバルな責任」として認識している日本人は政治家やメディアを含

めてとても少なく、グローバルコンパクトなど国際社会の難民に関する取組も、ほとんど知られてい

ない。さらに日本では「難民」という言葉が、英語にはない「偽装」という言葉とセットになり、メディア

や漫画などでステレオタイプ化された否定的なイメージが広く流布されている。難民の出身国（=川

上）における情報は限られており、紛争や人権侵害に対する理解も限定的である。日本という「想

像の共同体」（アンダーソン）が歴史という＜時間軸＞と国際社会という＜空間軸＞から断絶し、孤

立していることが、難民に対する理解を遠ざけているのではないかだろうか。 

 

４．家（ホーム）はどこにあるのか 

 

人は国境を超えることで、初めて「難民」になるのであって、最初から難民として存在しているわけ

ではない。大学生がひとりひとり多様であるように、難民もまたひとりひとり多様である。海外へ移住

するかどうかをめぐる選択はとても難しく、それまで築いてきた人間関係も地位も仕事も財産も捨て

て、言葉も文化も異なる国へ移住することは、大きな不安と葛藤を伴う。迫害によるトラウマを抱え、

言葉が分からない移住先でゼロから新たな生活を築いていかなければならないということがどれほ

ど大変なことなのか、ということを退避してきたアフガニスタン人との日々の対話の中で改めて痛感

している。 

一方、日本の難民認定制度は数多くの難民申請者、入管収容者と仮放免、そして僅かな難民

認定者とのいう 3層構造から成り立っており、難民認定されなければ入管収容される可能性もあり、

精神的にも大きなダメージを受ける。出身国で差別と暴力を受け、ようやくたどり着いた日本で難民

であることが認められず、不安定な生活を強いられた結果、絶望して心を病んだり、自殺してしまう

人もいる。特に幼少期に家族で来日して難民申請をした子どもたちは、在留資格が不安定なため

将来に希望が持てず、社会の中で自分の居場所が見いだせずにいる。 

ウクライナのキエフで 16年間暮らしてきた古川瑞穂さんはリビウ近郊に避難した時の体験を下記

のように綴っている。 

 
15 引揚港であった博多港に到着した女性たちに対して、福岡県の二日市保養所で堕胎手術が行われ

ている。 



 

仕事に行って、家に帰る 

買物をして、家に帰る 

散歩して、家に帰る 

 

こういう繰り返しが「日常」だとすると、ここから「家に帰る」がすっぽり抜けてしまったのが避難民の

現状だと思う。週末に食べるつもりだったチーズは冷蔵庫に残ったままだ16。 

 

戦争によって突如失われてしまった日常の手触りと生活の場である家の喪失は、まるでこれまでの

人生がなかったことにされるような痛みを伴う。そして、未来への見通しは常に不確実であり、いつ

戻れるかもわからず、もしかしたら二度と戻れないこともあるだろう。 

それでも人は生きるために移動する。そして、移住先で少しの支援があれば、見知らぬ土地に

定着し、新たな人生をスタートさせることが出来る17。移住先で社会の構成員として暖かく迎えられ

れば、安定した生活を送ることが可能となり、移住先を新しい安住の地（=ホーム）とする人たちが出

てくるかもしれない。 

その意味で、今回、ウクライナ人の受け入れに政府と民間が一体となって示した道筋である安定

した在留資格、住居の確保、無償の日本語教育、就労支援、学校での受け入れは、日本社会の

可能性を感じさせてくれるものである。移住先を新たなホームとするために必要なものがすべて含

まれているからである。このような対応は国籍や宗教や人種や国際政治に関わりなく、生き延びる

ために移動をした人たち全てに対して人道的観点から提供されることが必要である。なぜならば、

私たちの社会はすでに社会の格差や分断が何をもたらすのかを経験しており、差別や排除はマイ

ノリティだけでなく誰にとっても良い結果をもたらさないからである18。 

タリバンによる政変がなければ大学に進学するはずであった A さんに対する迫害は、不可抗力

のものである。大学に進学することが出来た私たちと A さんとの境界は、偶然引かれたものに過ぎ

ない。A さんは私でもあり、あなたであったかもしれないのである。 

 

 
16 避難私たちにも向けられた銃口、朝日新聞、2022年 3月 24日夕刊  
17 ドキュメンタリー映画 Utica The Last Refugee では衰退した都市が難民を受け入れることで活性化す

る様子が描かれている。https://www.lastrefugedocumentary.com/the-film/the-film [2022.3.25] 
18 ウィルキンソン・リチャード、2009、『格差社会の衝撃-不健康な格差社会を健康にする法』書籍工房

早山. 

https://www.lastrefugedocumentary.com/the-film/the-film

